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研究論文 

ノットワークと言論による正統的周辺参加 

―中学校社会科授業「同性パートナーシップ条例について意見を述べよう」を事例として― 

 

長澤 都香*1 ・ 佐長 健司*2 

 

Legitimate Peripheral Participation by Knotworking and Speech:  

A Case of the Social Studies Lesson “Same-sex Partnership Regulation” at Junior high school 

 

Kunika NAGASAWA, Takeshi SANAGA 

 

【要約】学習とは共同体に参加し，アイデンティティの形成に向かう正統的周辺参加である。学校も共

同体の一つであるが，ノットワークとして学校外部の共同体と協働することもできる。そこでは，異質

で多様な他者に向けた言論活動による自己暴露によって，学校共同体には閉じられない社会的なアイデ

ンティティの形成が期待できる。このように考え，中学校社会科授業を実践し，分析した。 

 

【キーワード】ノットワーク，言論，正統的周辺参加，社会科授業，アイデンティティの形成

 

１ 研究の目的 

わたしたちの目的は，生徒が市民的アイデンテ

ィティを形成する場となる社会科授業について明

らかにすることである１）。社会についての理解や

認識にとどまるのではなく，学習指導要領が言う

「公民的資質」の育成を直接的に行うことを試み

る。生徒であっても，「子どもの権利条約」など

が示すように，市民社会の一員なのである。その

ため，社会からの庇護や恩恵を享受するだけでな

く，今もこれからも市民社会を担う市民として，

社会に参加し，その発展に貢献することが求めら

れるはずである。 

今日においても少なくない「詰め込み授業」か

らの脱却が，そもそもの研究の動機であった。し

かし，さらには社会についての正しい知識の習得

が社会科の学習だという，生徒たちの思い込みを

も解消したいと考える。このことは教師について

も同様である。教師が達成目標を明確にして授業

を行い，生徒たちの到達度を評価すること２）は，

一般的である。この点でも，教師が目標として正

しい知識を習得させるように指導することをも疑

ってみたいのである。 

上田薫によれば，「人間の生はたえず未知のもの

と対決する運命をもっている。網羅的な知識や抽

象的な公式だけに無考えに依存することは，自己

の個性を殺して“普遍性”や“客観的価値”の幻

影を妄信するにひとしい」３）のである。ここでは，

普遍性や客観性に全面的に依存するのではなく，

個性的な自己が対象とかかわるところに学習の成

立を求めている４）。また，「“人間はどこまでいっ

ても不完全なものだ。だから，政治家はもちろん

教師も不完全な存在だ。教育は不完全者が不完全

者にかかわるいとなみである。”」５）とも言う。す

なわち，教師も不完全な存在として，個性的に学

ぶことが必要なのである。 

たとえば，社会の事実や問題について考察し，

議論することがある。あるいは，抽象的に理想の

社会について，他者と意見を交わすこともあろう。

いずれにしても，それらの行為には網羅的な正し

い客観的な知識を認めることはできない。上田が

言うように，「未知のものと対決する運命にある」

教師も生徒も，そもそも不完全な存在だからであ
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る。しかし，それでも議論や意見交換として，他

者に向けて語ることはできる。そうすることによ

って，他者との関係のなかで，社会について語る

自己をつくることになる。そこでは，不完全な存

在であっても，社会的なアイデンティティの形成

が認められるのではないか。 

 このようなアイデンティティ形成へと向かう社

会科授業を開発し，実践し，分析をするために三

つの理論に依拠する。第一に，レイヴ（Lave,J.）

とウェンガー（Wenger,E.）の状況学習論(situated 

learning）としての正統的周辺参加（Legitimate 

Periferal Participation）の理論である。第二は，エン

ゲストローム（Engestrom,Y.）の拡張的学習

(Learning by Expanding, Expansive Learning)であ

る。第三は，アレント（Arendt,H.）の人間の条件

(human condition)に応じた活動的生活（vita activa)

の理論である。これらの三つの理論によって考察

し，社会的なアイデンティティの形成に向かう社

会科授業の原理について明らかにする。 

さらに，明らかになった原理にしたがって，授

業を開発し，実践する。中学校社会科授業として，

東京都渋谷区「同性パートナーシップ条例」につ

いて考察し，意見を交換する。生徒と教師が問題

意識を共有し，学校外部の関係者とも連携し，そ

れぞれの多様な価値観にしたがい，意見を交換す

るように展開する。そうすることによって，生徒

と授業者はもちろん，学校外部の関係者も社会的

な自己アイデンティティの形成に向かうことにつ

いて，授業実践の分析によって論じたい。 

 

２ 共同体への参加としての学習 

（１）共同体への正統的参加 

わたしたちは何らかの共同体に参加し，他者と

のかかわりのなかで生活し，生きることができる。

わたしたちは，ひとりでは生きていけない。共同

体には身近な家庭や学校，友人関係，会社があり，

さらには地域社会や国家社会，地球社会などもそ

うである。人が生きるということは，複数なのだ

が，特定の共同体に参加し，その一員としての自

己を形成するとともに，共同体の維持・発展に貢

献することである。それは「世界についての事実

的な知識のまとまりを“受容すること”ではなく，

包括的な理解が人を丸ごと巻き込み，世界のなか

で世界とともに行う活動として，行為者と活動，

及び世界が互いを構成するという見方」６）による

のである。このような見方によって，共同体への

参加を学習とする。  

伝統的な学校教育もそうだが，学校共同体にお

ける学習の成果とされる知識や技能は，学校とい

う閉じられた状況においては価値が大きい。なぜ

なら，成績評価や入学者選抜試験等において使用

でき，役立つからである。しかし，学校で習得し

た知識や技能は社会で生きていくうえで活用でき

ないという声も小さくない７）。このことは，学校

を卒業すると，現実社会の共同体への参加として

の新たな学びを行う必然性を意味している。 

学校共同体であろうが，現実社会の共同体であ

ろうが，誰もが否応なく成員として参加し，参加

の程度を高めている。程度の差はあれ，いずれも

正統的な参加として認められなければならない。

すなわち，「非正統的周辺参加などという参加は

決してない。参加の正当性の形式は，所属のあり

方の本質を決定し，学習の重要な条件でもあり，

その内容をも構成する」８）のである。つまり，共

同体の成員であることが認められ，その成員とし

ての参加が重要なのである。配慮すべきは，正統

性の程度はどうか，ということである。 

また，正統的周辺参加のあり方については「実

践について語ること talking about a practice」と「実

践のなかで語ること talking within a practice」とを

明瞭に区別しなければならない。すなわち，「実践

のなかで語ることは，それ自体が実践（たとえば，

取り組んでいる活動を進めるために必要な情報の

交換等）なのであるが，実践について語ること（た

とえば，物語，共同体の伝承等）をも含んでいる」

と，レイヴとウェンガーは言う。しかし，共同体

に参加しようとする「新参者にとっての目的は，

正統的周辺参加の代わりに語りから学ぶのではな

く，正統的周辺参加として語ることを学ぶという

ことが重要なのである」とも述べている９）。 
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社会科授業についていえば，社会の仕組みや制

度について客観的に語る（実践について語る）の

ではなく，社会的実践として語ることが市民社会

の共同体への参加になるのである。すなわち，た

とえば，市民の誰もが向き合うべき社会的問題に

ついて考え，よりよい社会の実現に向けて意見を

述べることである。そのように，社会の問題を解

決しようとする市民的実践として語る学習者に，

市民社会の成員としての正統性が認められよう。 

 

（２）共同体への周辺的参加 

参加としての学習は，周辺性を帯びたそれから

始まる。すなわち，「周辺参加とは，社会的世界

に位置づけられたあり方である。参加によって，

共同体における位置やその見え方が変わってくる

ことが，学習の軌跡，アイデンティティの形成，

及びメンバーとしての確立なのである」１０）と言

う。参加する者がそれぞれに，少しずつ簡単な責

任の軽い活動から始める。このような参加の始ま

りが周辺的なのである。学校であれば，低学年か

ら高学年まで在学し，生徒たちはともに多かれ少

なかれかかわり合って活動する。運動会等の学校

行事や児童・生徒会活動においては，新参者であ

る低学年の児童・生徒は古参者である高学年の児

童・生徒をモデルとして，あるいはその指示に従

って行動する。新参者は古参者の活動をみること

からはじめ，簡単な活動を行う。そうすることを

重ね，その場に適した振る舞い方やそのルールや

規範をしだいに身に付け，やがて古参者として学

校共同体の全体に及ぶように，参加を拡張するよ

うに学んでいく。 

このように，新参者である周辺参加の学習者は，

中心ではなく（「中心的参加 central participation」

はない）１１），周辺から十全（full）へと向かう参

加の軌跡を描いていく。つまり，簡単な役割を担

うだけで責任の軽い立場から，共同体の全体に及

ぶように重要な役割を担う責任の重い位置へと進

んでいく。このような周辺参加から十全参加への

移行プロセスでは，アクセスが重要になる。すな

わち，実践のなかで活動しながら，実践の場とし

て構成されている共同体に広くアクセスをしてい

るかどうかが問われるのである。たとえば，新参

者の低学年の生徒であっても，理解が難しく，直

接かかわることができなくても，学校の実践の全

体を視野に入れることができるならば，充実した

周辺的参加となる。 

一方，学校で教わったことが社会において役立

つことが少ないのは，学校において組織化された

学習資源にしかアクセスできない狭隘さに起因す

る。それは，市民社会の一員になっていく学習者

にとってアクセスを必要としている現実の市民社

会の共同体と切り離され，学校共同体にだけ参加

する状態に押し込められることである。広く透明

なアクセスが遮断されるならば，市民社会に参加

していない，あるいは正統的ではない参加になっ

てしまう。要は，学校を超えて市民社会に参加す

るために，教室における学習であっても，学校外

部の市民社会に広くアクセスする機会が必要不可

欠なのである。また，市民社会の実際の出来事や

一般市民の意見や報道等を学習資源として構造化

することも欠かせない１２）。 

 

（３）周辺性の力 

レイブとウェンガーの著書を紹介する，ウィリ

アム・F・ハンクス（Hanks, F.W.）によれば，正統

的周辺参加としての学習は「個人の頭のなかでは

なく，まさに共同体への参加のなかに位置づけら

れた出来事」だと言う１３）。すなわち，学習者を

個人ではなく，共同体を単位として学習をとらえ

るべきなのである。また，レイヴとウェンガーに

よれば，正統的周辺性は「力関係を含み込んだ社

会的な構造に関係している複雑な概念でもある。

参加することにより集中することができる位置に

あれば学習は力強くなり，正統的ではあるものの

十全参加から遠く切り離されるならば（社会的に

広い視野からすれば当然のことだが），学習する

力は弱められる場だからである。さらには，正統

的周辺性は関係する共同体を結びつける位置でも

ある１４）」と言う。つまり，周辺に位置するから

こそ，学習の力を強くしたり弱くしたりし，さら
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には他の共同体とも結ぶような，両義的な位置に

おける参加としての学習が可能なのである。 

見方によっては，正統的周辺性は可能性として

の大きな力をもっていると言えよう。たとえば，

周辺参加者としての新参者は，共同体の常識をよ

く知らないので，それにとらわれないで活動をす

る。そこには，新たな発想や試みが生まれる場合

がある。その一方で，周辺参加者を導き，管理す

る責任がある古参者である十全的参加者は，秩序

や規則，組織構成を保持するように，周辺参加者

を抑制したり制約したりする。そこでは，十全参

加から遠い周辺的参加者は無力でもある。 

学校であれば，新参者としての生徒は授業に関

して要望を述べることがある。ディベートやディ

スカッション等の生徒の活動，あるいは生徒の興

味・関心の優先などを希望する場合である。一方，

古参者である教師は授業時間の調整や教育内容の

水準に配慮し，経験的に慣れたいつも通りの授業

を行う。すると，教師が大きく生徒の期待を裏切

るのであれば，生徒は反抗的な態度を示すことが

ある。その場合は，生徒が学習の古参者として，

新参者の教師による授業に対する否定的な評価を

下しているとみることもできよう。 

周辺性が豊かであれば，特定の共同体への参加

にとらわれることなく，関係する様々な共同体へ

と参加できるのである。すると，複数の共同体に

同時に参加する周辺参加者は，関連する複数の共

同体の境界において，それらを結ぶ結び目（a nexus 

of relations）となって，「複数の実践共同体を結び

つけたり交流を促したりすることにおいて，力を

強くしたり失ったりする１５）」のである。 

このように，正統的周辺参加における周辺的参

加者が複数の共同体の結び目の役割を担うこと

に，学習の発展や充実が期待できる。もちろん，

逆にそれが阻止され，学びが貧弱になることもあ

る。そこには，矛盾や葛藤がある。それでも，複

数の共同体への参加，越境を通して，学びを豊か

にすることを目指したい。 

 

３ ノットワークによる拡張的学習 

（１）人間の活動システムの理論 

 活動理論の先駆者は，非常に著名なヴィゴツキ

ー（Vygotsky,L.,S.）である。主体と対象，両者を

媒介する文化的アーティファクトによる三角形の

モデルとして，学習等の活動について明らかにし

た。エンゲストロームによれば，「文化的アーテ

ィファクトを人間の行為の要因として取り入れる

ことは革命的であった。それは，これまで触れら

れることがなかったが，デカルト的な個人と社会

的構造との関係を明らかにする分析単位となった

１６）」からである。言語をはじめとする媒介とし

ての文化的アーティファクトは歴史－文化的なも

のである。それらこそが，社会的な世界に埋め込

まれた人間とその活動を可能にする媒介であるこ

とが，理論的に明らかにされたのである。 

さらに，ヴィゴツキーを継承し，超えようとす

るエンゲストロームは，図１のように活動の構造

を明らかにしている。主体(Subject)としての人間

は人工物(Instrument)を媒介にして，対象(Object)に

働きかけ，成果(Outcome)を得る。この活動がヴィ

ゴツキーが論じた媒介的行為であり，上部の小三

角形に表現されている。さらに，下部の活動の三

角形（主体－共同体 Community－対象）では個々

の成員である主体は，他の成員と構成する共同体

を媒介に，対象に働きかけて意義を得る。また，

主体はルール(Rules)を媒介として，必要なものを

他者と交換し合う（主体－ルール－対象）。また，

主体は分業を媒介に，対象に働きかけ（主体－分

業－対象），共同体を媒介とすることもある（主

体－共同体－対象）。 

 

図１ 人間活動の構造１７） 



佐賀大学大学院学校教育学研究科紀要 第 2 巻 2018 年 
 

106 

共同体においては，他者とともに行う活動にお

いて，分業による断絶が生まれることがある。狩

猟であれば，単独ではなく仲間で獲物をねらい，

それぞれ決まった持ち場につき獲物を追い立て，

射撃するなどして，それぞれに異なる役割を果た

す。そこでは，多数の勢子と待子（射手）がそれ

ぞれの場所でそれぞれの役割を果たすように，人

びとの関係は断絶するようにみえる。しかし，狩

猟する共同体の伝統的なルールによって，分業は

一つの活動に統合される。一方，動物の場合でも

イルカのように群れとなって行動し，そのなかで

分業のような場合があるだろう。しかし，それで

もルールのような，歴史－文化的につくられてき

た人工的アーティファクトを媒介とすることは認

められないであろう。ここに，人間に固有の歴史

－文化的な活動をみることができる。 

さらに，エンゲストロームはマルクス（Marx,K.）

の思想にも依拠している。すなわち，図１の下部

の小逆三角形は「消費（consumption）」であり，

生産性のない行為であるとする。そのほか，各々

の小三角形を行為として，「人間の主要な活動は

生産，分配，交換（あるいはコミュニケーション）

に従属する」としている１８）。交換は，ある規則

やルールにしたがっての個人と共同体と知識・情

報や価値観の交流である。逆にいえば，多様な資

源や価値観があるため規則やルールが必要であ

り，それらは相互作用にある。生産は，人間があ

る目的のため必要な何かを新しく生み出すもので

ある。分配は，分け与えることや保存するといっ

た共同体があっての活動であり，共同精神や生命

維持のため，またはそれによる分業（分け与える・

与えられる）としての相互作用である。また，分

業にしても生産のために行うことであり，分配は

生産物を分けることであり，それぞれに独立して

いるようにみえても，人間の活動はいずれも生産

を含み込んでいる。 

 

（２）矛盾・葛藤による活動の拡張 

共同体には，静的状態と動的なそれとがあると

考えられる。静的な場合は対立や葛藤が生じず，

共同体は秩序（成員の立場と関係が明確）だって

いて，集団の活動は順調に進んでいる場合である。

学校で言えば，教師が教えるように生徒は学習す

るような状態である。一方，動的な場合は共同体

が揺らぐ，あるいは変容に向かうのである。たと

えば，これまでの授業の進行や内容などに関して，

生徒には不満があり，教師に対して異議申し立て

をするなどによって対立や葛藤が生まれる状態で

ある。 

このような対立や葛藤は，当然のように起きる

ことなのである。すなわち，「あらゆる生産活動

の構造において，個人の行為と全体的な活動シス

テムとのあいだは衝突としての矛盾が絶えず生じ

る１９）」とし，その矛盾が発生する源は分業（役

割や立場）にある，とエンゲストロームはマルク

スに依拠してとらえている。先の図１における活

動のシステムにおいて，一つの要素（道具・主体・

対象・ルール・共同体・分業）内に，交換価値と

使用価値とが対立するように矛盾や葛藤が起きて

いることを「第一の矛盾」とする２０）。さらに，構

成要素同士の矛盾や葛藤を「第二の矛盾」と呼び，

二重拘束であるダブル・バインド（double bind）と

する２１）。 

正統的周辺性であれば，周辺性に位置する新参

者は，参加（学習活動）することに積極的な可能

性としての力は持っている。だが，十全参加から

は距離をおくので，周辺の位置は無力でもある，

と先に述べた。しかし，動的である場合というの

は，周辺に位置する新参者が周辺性の力（ひらめ

きや発想，大胆な行動，試行錯誤等）を行使し，

活動をより拡張する可能性にある場合である。た

だし，それを古参者に受け入れさせるには，共同

体全体にかかわることでもあり，大きなエネルギ

ーを要する。それには，他の共同体への参加によ

って得られる学習資源を持ち込むことが効果的で

ある。一方，周辺性の力を行使せず，古参者の権

力に屈するように，秩序を保った場合は静的な状

況では対立や葛藤は生じない。また，共同体の発

展の機会となる拡張的な学習の機会も失われる。 

たとえば，学校において新たな授業を実践しよ
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うとする場合である。教師を主体とすると，新た

な授業の是非について，校長や教頭等の管理職が

古参者となって，新参者である若い教師との間に

生み出す矛盾や葛藤が第一の矛盾である。一方，

学校教育の充実には教師を育てることが必要であ

るものの，多忙のために，先輩教師は新任教師の

指導が難しい。すると，新任教師はその学校の教

育理念や経営方針をよく知らないままに，教育活

動をしなければならない。そこでは，主体と対象

とのあいだにおける矛盾・葛藤としてのダブル・

バインドが生じる。 

一般的に言えば，それは理想と現実との矛盾や

対立，葛藤でもある。理想を抱いても，現実のさ

まざまな条件が制約や障害となって，その実現は

難しい。しかし，現状の維持は許されない事態に

陥る。このような場合が，ダブル・バインドであ

り，理想の実現を目指してもそれを許さない現実

が立ちはだかる。すなわち，新たな活動を始めな

ければならないことと，それを始めてはならない

（できない）とすることとが矛盾のように，二重

に拘束するのである。 

しかし，この二重拘束によるダブル・バインド

を超えるなら，拡張された学習が可能になるので

ある。それは「学習者にとっては何か新しいもの

であっても，すでに社会的に認められているもの

や支配的な形態を獲得させることではなく，歴史

的にも新しい活動の形態を発達させること」２２）な

のである。新たな活動のなかでは，活動する自己

のアイデンティティも新たになり，新たなアイデ

ンティティを形成したメンバーによって共同体も

変容するのである。しかし，それは困難なので，

複数の共同体の連携，協働を期待したいのである。

そうすることによって，個々の共同体の当たり前

や常識的なルールを疑い，否定し，矛盾やダブル・

バインドを越えていくことを試みるのである。 

 

（３）ノットワーク 

拡張的学習としては，個人から集団へと学習の

単位を大きくすることが，水平的な拡張である。

すでに誰かが知っていることではなく，歴史的に

も文化的にも新たな活動を始めることが，垂直的

な拡張である。これら二つの拡張をさらに大きく

するには，集団から複数の集団へと学習の単位を

拡大することが考えられる。 

それは，先ほどの正統的周辺性の議論でも言及

したが，複数の実践共同体の間におけることであ

る。複数のそれらの協働が「ノットワーク notwork」

である。ここでの「ノット（knot）」は，「どちら

かといえば弱く結びついた行為者と活動システム

の間で協働のパフォーマンスが急速に脈動して広

がり，部分的に即興で統合すること指す」のであ

る２３）。先に示した図１のような活動システムが

複数あり，それらが活動の対象を部分的に共有す

ることによって，結びつく構図を描いてほしい。

ある程度は目的や課題を共有する複数の共同体に

よる柔軟で即興的な連携や協働にこそ，より拡張

された学習が期待できる。このように個人から集

団への拡張にとどまることなく，一つの集団から

複数の集団へと，より水平的に拡張する学習がノ

ットワークである。それは，複数の集団が相互に

学び合うことによって，単独の集団では不可能な

発達をそれぞれに実現する，垂直的な拡張の可能

性を開くのである。 

たとえば，学校でおきているいじめ問題に対し

て，教師をはじめ学校だけでは対処は難しい状況

にある。もはや，学校だけでは限界がある。そこ

で，学校は保護者や地域住民が構成する地域社会

とノットワークを試みる。そこで，保護者や地域

住民と現状の問題に関する情報の交換や対話を

し，目的を共有して相互理解に努めれば，新たな

対策の立案も可能である。学校が保護者や地域住

民とともに問題の解決を試みるなかで，学校も地

域社会も，子どもたちの成長や教育についてそれ

ぞれの立場で学び直すことになる。その結果，学

校だけでなく，家庭や地域社会の共同体がそれぞ

れに集団として発達するのである。 

しかし，それは容易ではない。なぜなら，ノッ

トワークしようとする学校と家庭や地域社会の共

同体との間には，対立や葛藤が生まれることがあ

るからである。生徒の問題が起きると，保護者や
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地域住民は学校の対応が不十分だと考え，同時に

教師は地域社会の教育力の低下を指摘するなどの

場合である。そうなると，それを乗り越えること

は容易ではないだろう。 

そこでは，当たり前のことだが，互いにそれぞ

れの異なる立場に配慮し合いながら，互いに信頼

を失うことなく，ノットワークを継続することで

ある。状況に応じて，時には強く，時には弱くし

ながらもノットを維持することが求められる。そ

うすることによって，問題の解決には及ばなくて

も，それぞれに学ぶことはできる。 

 

４ 言論による自己暴露 

（１）人間の条件と活動力 

これまでの考察を深めるために，ハンナ・アレ

ントの理論にしたがうことにする。それは，よく

知られているように，人間の活動についての理論

である。地球という世界に埋め込まれ，限りある

生命等に条件付けられながらも，人間は何かに積

極的に取り組もうとする。このような活動的生活

について，アレントは次のように言う。すなわち，

「三つの基礎的な人間の活動のあり方（human 

activities）として労働（labor)，仕事（work），活

動（action）を明確に示したい。これらの三つが基

礎的であるのは，人間は地球において生きること

が強制され，その根本的な条件に，それぞれが対

応しているからである」２４）と言う。 

人間の活動力の一つ目の「労働とは，自然な成

長，新陳代謝，いつかはやってくる死などの，人

間の肉体の生物学的な移り変わりに対応する活動

のあり方であり，労働によって生き続けるために，

生命の維持のために消費しなければならないもの

を生産することに拘束されている。労働の人間的

な条件は，生命そのものなのである」２５）と言う

のである。つまり，生きるために直接必要なもの

の生産と消費のサイクルの過程にあり，生命を維

持しなければならないという条件に対応した活動

力である。 

二つ目の仕事は，永続的な人工物の世界をつく

る活動力である。そもそも，人間は死ぬ存在であ

り，種として永遠に生き続けたとしても，個々の

人間の慰めにはならない。そこで，「仕事は，自

然な環境とはまったく異なる，物質による人工的

な世界をつくり，人間に与える。それぞれに個々

の生命は人工的な世界の境界のなかで安全を確保

するが，この世界そのものは人間の生命を超えて

永続する。仕事の人間的な条件は，世界性

（worldliness）なのである 」２６）と言う。 

今日における多くの仕事はアレントによれば

「労働」なのである。なぜなら，大量生産の時代

に入り，職人の個性的に専門化した技能によって

なされる「仕事」ではなく，全体が見えない分業

になったからである。アレントの言う「仕事」と

は，死という避けられない宿命をもつ個々の人間

を慰めるように，永遠を求める行為でもある。仕

事で作りだされるものは，労働によって得られる

消費の対象ではない。たとえば，芸術作品や家具，

建築物等が，仕事によって生みだされる。それら

は個人の生命を超えて，耐久性と永続性，安定性

を有する人工的な世界を構成するのである。 

三つ目は，活動である。それは，「物などを媒

介とすることのない，人びとの間における直接的

なかかわりとしての活動のあり方であり，多数性

（plurality），すなわち地球に生まれ生活するとい

うことが人間一般ではなく，多数の個々の人びと

であるという事実によって条件付けられている」

２７）のである。すなわち，活動は多数の人びとと

の間において，他者とともに行うことなのである。

それは政治的に生きることでもあると，アレント

は述べている。後述するが，活動のモデルを古代

ギリシアのポリスに求めているからである。ちな

みに，政治（politics）の語源はポリス（polis）に求

めることができるのである。 

労働が生命の維持に条件付けられ，仕事が世界

性によって条件づけられるが，活動は多数性とい

う人間の条件に応じた活動力なのである。これら

三つの活動力は，人間が生まれ，生きて，死ぬと

いう存在であることが必然とする。なかでも，人

間が人間として生まれることは，多数の人びとの

なかで何かを始める活動によるのである。 
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（２）誕生としての活動 

 よく知られているように，古代ギリシアのポリ

スは直接民主制の政体であった。哲学や弁論術な

どの学問が生まれ，活動と言論（speech）は分離し，

活動の重点が言論へと移るようになってきたので

ある。活動は人びとの間にあって何かを行うこと

だが，それは言論をより強く意味するようになっ

た。すなわち，「政治的であることはポリスで生

きることであり，それは威力や暴力によってでは

なく，言葉と説得によってのみ，あらゆることが

らが決定されることを意味している」２８）のであ

る。なお，ここで言う「ポリス」とは，政治的な

人びとの集団一般を意味している。                       

 また，「公的領域（public sphere）と私的領域

（private sphere）との区別，ポリスの領域と家庭や

家族の領域，さらには公的な世界にかかわる活動

と生命を維持すること，これらのような二つの活

動の区別は，古代の政治思想において公理のよう

に自明とされていた」２９）と，アレントは言う。

しかし，近代以降は，その区別は困難である。そ

の境界が，あいまいになっているからである。な

ぜなら，わたしたちは雇用や景気などに関する経

済問題の解決を政治の課題とし，政治を国家的規

模に拡大した家計（household）のようなものとす

るからである。そのため，私的領域が公的領域を

侵食し，両者の区別が難しくなったのである３０）。                

 アレントが言う政治は，公的領域にあって何か

を始める活動である。それは言論を中心とするが，

「活動と言論においては，自分が何者であるかを

示し，個性的な人格的アイデンティティ（personal 

identity）を進んで明らかにし，人びとの世界のな

かに現れること」なのである。一方，活動しなく

ても，個性的な体格や声の調子などによって肉体

的アイデンティティ（physical identity）を露わにす

ることはできる。しかし，「『誰か(who)』を暴露

すること（disclosur）は，その人の『何か（what）』

としての特質や天分，才能，欠点などとは決定的

に異なり，語ること及び行うことのなかに暗示さ

れている」と言うのである３１）。 

 また，多数性の条件に応じた活動と言論は，人

間関係の網の目（web of human relation）を構成す

る。それは，どこにいようとも，多数の人びとが

ともに生きていることによるものである。そこで

は，活動として言論によって自己が「誰か」を暴

露することは，すでに存在している人間関係の網

の目のなかに入っていくことなのである。それが，

公的領域における自己の誕生なのである。このよ

うな「言論と活動による新たな始まりは，新参者

の個性的に生きる物語（life story）として露わにな

るが，新参者が接する人びとの個性的な生きる物

語に影響をも与える」のである。なぜなら，新参

者の活動も人間関係の網の目におけることだから

である。ただし，「そこには数え切れない意思や

意図の葛藤があり，活動のほとんどはその目的を

達成することはない。しかし，このような現実の

状況に活動があればこそ，確かな物をつくるよう

に，意図があろうがなかろうが，自然に物語がつ

くられる」のである３２）。 

わたしたちは状況に埋め込まれているが，権力

や多数者に圧倒されて，一般的な意見や常識が正

しいかのように見過ごすならば，何も生まれない

であろう。だからこそ，言論によって自己を暴露

するように，意見を表明しなければならない。そ

れによって，政治的な問題が解決できるのではな

い。しかし，言論によって，他者を説得しようと

する自己の人格的アイデンティティを明らかにで

きる。そこに，人間関係の網の目に生きる自己の

物語を紡ぐことが始まるのである。それこそが，

人びとの間に現れる行為であり，誕生としての自

己の暴露なのである。 

さて，学校における授業と学習においても，労

働と活動（言論）との混同，及び労働の優位性こ

そが，公に開かれた活動の対象（意義）において

葛藤や矛盾を生じさせると考えられる。すなわち，

成績評価や進学のための受験対策等の「労働」と，

市民的アイデンティティの形成である，本来的な

社会科学習による「活動」との対立によるのであ

る。そのため，それを乗り越えるように，学校外

部の共同体とのノットワークによる，自己を暴露
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する言論の重要性を強調したい。 

 

５ 社会科授業の開発と実践 

（１）社会科授業の原理 

 前項までに述べてきたように，社会科授業を考

える理論は三つある。正統的周辺参加，ノットワ

ーク，及び活動としての言論である。これらの理

論を関係づけて，社会科授業の原理を得ようとし

てきたのである。その原理は，次のようである。 

学習することは，個人が知識や技能を習得する

ことを超えて，共同体への参加であるとする。そ

れは，正統的でなければならず，周辺から十全へ

と参加を拡大していく行為である。参加において

は，周辺参加の新参者が複数の共同体を結ぶよう

な力を発揮する場合がある。それは，学習の拡張

を生むように，複数の共同体が連携，協働するノ

ットワークとして可能になる。そこでは拡張はよ

り大きくなり，複数の共同体が成長するように活

動することになる。しかし，ノットワークは容易

ではない。なぜなら，異なる立場にあり，多様な

価値観を有する共同体を結ぶことだからである。

そこでは，威力や暴力ではなく，互いに言葉によ

る説得としての言論が欠かせない。他者を説得し

ようとする言論は，何かについて語ることを通し

て自己を暴露する。それは，他者との関係におけ

ることであり，自己の物語を紡ぐことでもある。

紡がれた物語は，多数の他者との間でアイデンテ

ィティとしての自己を表現するのである。 

このように現実社会の共同体へと参加するよう

に，さらには複数の共同体を結んで学習を拡張し，

社会的な自己としてのアイデンティティを形成す

る場を提供するのが，社会科授業なのである。し

たがって，授業の目標は，社会の一員であれば向

き合うべき社会的な問題について意見を述べ，公

的な領域における自己としてのアイデンティティ

の形成を促すことである。 

この目標に応じて，授業の内容と方法が整えら

れなければならない。すると，授業の内容はアイ

デンティティの形成を促すような社会的問題に求

めることになる。地域社会，国家社会，あるいは

地球社会における公的な問題である。市民的な実

践として語るべき対象となる，大きな価値がある，

社会に実在する公的な問題である。 

 授業の方法は，ノットワークと言論である。学

校外部の多様な人びとと結んで，言葉による応答

と説得を試みることが方法となる。それは問題解

決に向けて議論することであるが，当然のことだ

が，問題解決は得られない。なぜなら，現実の政

治によっても困難な問題を内容とするからである。

だからこそ，方法としてのノットワークと言論が

より重視されなければならない。学校の外部とも

結んで，多様な人びとと教師及び生徒とが互いを

説得しようとして，言論活動を行うのである。そ

うすることによって，誰もが社会に正統的周辺参

加を行い，自己暴露による社会的なアイデンティ

ティを形成するようになっていくのである。 

 

（２）中学校社会科授業の開発 

2015 年の４月，東京都渋谷区では「渋谷区男女

平等及び多様性を尊重する社会を推進する条例

（以下では，同性パートナーシップ条例）」が施

行された。それについては，大きく報道されてい

た。報道によれば，年齢層の幅広い人々の多数が

「そういう時代だから」と評していた。しかし，

それは自分の考えではないだろう。そこでの「そ

ういう」とは一体何を指すのか，また「時代」だ

からとやり過ごしてよいのか。そのような一言で，

判断することを放棄していないだろうか。このよ

うな問題意識が「同性パートナーシップ条例につ

いて意見を述べよう」という授業を開発したきっ

かけである。 

こうして，佐賀大学文化教育学部附属中学校で

の教育実習として開発する授業は，社会科歴史的

分野の最後の単元「現代の日本と世界」に位置づ

け，憲法や民主化を視点に，家族制度の変容につ

いて考えることとする。そこで，東京都渋谷区の

「同性パートナーシップ条例」を取り上げ，家族

のあり方と多様な生き方について考えさせること

を目標とした。探究すべき問題は，法の下の平等，

幸福追求権，個人の尊重と憲法 24 条の「婚姻は両
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性の合意のみに基づいて成立する」こととの対立

についてである。「両性の合意」として憲法が保

障する権利によって守られる立場とそうではない

同性の場合があるという矛盾を知る。そうするこ

とで，憲法の意義や重要性とともに，それが保障

しない同性婚などの問題について，自己暴露する

ように，生徒それぞれがスピーチする場を与える。 

重要な学習活動としては，「同性パートナーシ

ップ条例」について，生徒たちに渋谷区に提出す

る意見書を書かせる。意見書を送ることの意義は，

ノットワークするべき相手の存在を知り，ノット

を結ぶことにある。同性パートナーシップ条例に

ついて考えたことを表明することによって，自己

が暴露される。それには，学校外部の他者との間

における言論として，アイデンティティ形成のた

めには効果的であろう。そのための意見書の提出

なのである。 

授業の方法としては，答えのない探究的な言論

活動に向けての対話を意識し，小グループを構成

しての調べる作業や議論の時間をとった。加えて，

ポスター・セッションを行い，意見を各グループ

ごとに発表と討論をさせて，再度，自分の意見を

検討し，クラス全体で自然に意見交換を行う授業

となった。実習校である附属中学校の場において，

実習校の指導教員（社会科担当の S 先生），生徒，

渋谷区のダイバーシティ・センター，大学院学生

の研究プロジェクト（佐賀大学教育学研究科社会

科教育専修の学生７名と授業者）などのように，

ノットワークする複数の共同体がある。そこでは，

学習指導案の作成から授業の実践，データの作成，

分析にいたるまでに多くの葛藤があったことは言

うまでもない。授業開発の過程において，中学生

が同性愛の問題を取り上げることが適切なのか，

困難ではないか，他に適切な問題があるのではな

いかなどの，多くの疑問が出てきたからである。

そのため，ノットを維持するように，常に対話が

必要であった。 

 

（３）附属中学校社会科授業の実践 

授業は 2015 年 5 月 12～20 日に，第 3 学年の学

級で実施した。作成した学習指導案も活用し，授

業者は教科書記述における憲法や民主化による生

活の変化などと結んで，現在起きている社会的問

題として，「同性愛者」をめぐる議論を題材にもっ

てきた。そのため，教科書に記述されている憲法

の意義や民主化などの内容を吟味させる。単に憲

法，民主化，グローバル化と言葉だけのものが，

「それってほんとうは何か，どういうことか」と

考える学習対象に変える必要があったからである。

その後，「同性愛」と聞いてマイナスのイメージを

持つ生徒が多いことを念頭に，それについて当事

者の声や多様な見方があることを知らせた。同性

愛者を含めた性的マイノリティーや同性パートナ

ーシップ条例に関する多くの資料をツールに，漠

然としたイメージや先入観から明確な思考へと進

み，意見をもつように求めた。 

また，生徒の意見を引き出すために，「同性パー

トナーシップ条例」に対しての三つの立場（賛成・

中立・反対）に分かれたグループで，議論をして

いく形式にした。ここにおいて，グループに偏り

が生じてしまったことがある。時間があれば，人

数が少ない立場に授業者が加わる，あるいは本音

とは切り離して，少人数の立場を全員で考える時

間をとることも可能だっただろう。 

しかし，生徒が自ら考えて選択する立場を重視

すると，教師が加わったり，人数を調整したりす

ることは避けたかった。そのため，同性パートナ

ーシップ条例の施行に反対の立場が少数になって

しまった。それでも，それぞれのグループで出た

意見をポスター・セッションの形式で，どの生徒

も発言できる機会をつくり，同じ立場だとしても

重視する価値が異なることや見方の多様性に気付

かせることをねらいとして指導した。 

互いの意見を十分に知ったうえで，再度，自己

の意見を見直す機会を設けた。これは多数性の社

会に生きるからこその必要条件であり，自己を含

めた人間関係の網の目全体の状況を広い視野で捉

え考えるという活動でもある。そこでは，考えに

考え尽くした上での，吟味が求められたため，判

断ができないという，困難な状態に陥った生徒が
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多かった。しかし，現実は考えても考えてもわか

らないし，正解などは存在しない世界なのである。

求められ，認められるのはそれぞれに異なる価値

観，思考の多様性なのである。このことを少しで

も実感したのであれば十分だと，生徒に助言し，

少しでも意見を述べるように促した。 

最後に，学級全体でそれぞれが発表する時間を

設けた。それによって，発表後に生徒たちが自ず

から異なる立場相互に意見を述べはじめ，ついに

はクラス全体での新たな討論が活発に行われた。

授業者は，この討論をコントロールできなかった。

そのため，大学院研究プロジェクトの参観者から

は，授業者の指導が欠けているという指摘もあっ

た。なぜなら，残りの授業時間が短いなかで，次

から次へと生徒同士の質疑応答が展開されたから

である。発言の多くは繰り返しが多く，新たな内

容は認められないとの指摘もあった。 

これらのような指摘は，否めない。しかし，生

徒の言葉による説得，すなわち自己の暴露を優先

したいという思いが授業者には常にあった。その

ため，特定の生徒だけが，それを望んで意見をみ

んなの前で反復するように意見を述べる状況にな

った。新たな言葉によって，言葉を換えての説得

ではなく，反復による説得の傾向が認められた。

それは，生徒に委ねた結果であり，予定していな

かったことでもあった。 

 

６ 社会科授業実践の分析 

（１）授業者と指導教員とのノット 

 先に授業を実施する以前の葛藤について触れた

が，授業者と生徒の立場（授業実践の共同体）か

らすれば，ノットを結ぶ相手は，三つである。第

一に附属中学校の指導教員（生徒はノットの相手

とは思わないだろうが），第二に大学院研究プロジ

ェクトのメンバー，第三に意見書の提出先でもあ

る渋谷区ダイバーシティ・センターである。 

教育実習生である授業者からみたとき，教育実

習を指導する附属中学校の指導教員は，教育現場

の大先輩である。ここに大学院生である新参者の

授業者と古参者の指導教員という関係が認められ

る。そのため，授業者の活動からみたときには，

附属中学校という学校共同体に参加する教員と大

学共同体に参加する大学院生とのノットになる。

また，そこにおける矛盾や葛藤は，授業者の学習

指導案の内容が中学校教育の常識や教科書等を基

準に適切なのかどうか，という疑問から生じた。

具体的には，性的問題を扱うことには，中学生に

は「過激なのではないか」，「教科書の内容と一致

するか」などとの言葉によって，附属中学校の指

導教員が困惑をみせることにあらわれている。 

以下は実際，授業者の教育実習の指導教員であ

る S 先生が述べたことである。なお，以下のいず

れも，授業者の大学院の指導教員である佐長との

インタビューにおける語りである。 

 

非常にナイーブな性に関するものなので。（略）

また，実際に，そういうお子さんが学級，学年

の中にいる可能性もありますよね。（略）何かし

らマイナスの感情を抱かないかな，というとこ

ろが不安でした。 

 

このような指摘に対しては，腫れ物に障るよう

な扱いをしていては，生徒たちが現実の社会に適

応できるだろうか，などと疑念を訴えた。また，

授業内容については歴史的分野の最後の単元とし

て，民主化と憲法に関する現代史の範囲に焦点化

して学習指導案を作成した。それにより指導教員

の S 先生に変化があらわれた。すなわち，次のよ

うに述べている。 

 

授業をするにあたっての，単元の教材観をみさ

せてもらうのですが，教材観のところが少なか

った時点ではですね，長澤さんの指導案が，少

しまだ言葉が少なかったときは，「どうかな

ぁ････」と思っていたのですけれども，分量が

多くなって彼女の考えていること，または，こ

れを取り扱うことの意義を，わたしなりに見い

だせたとき，不安よりも面白いなという感じに。 

 

さらには，次のようにも述べている。授業を実
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践することに対する不安の解消を言う。 

 

「子供たちがこの議論について学習する意味が

あるのですか？」と質問を受けたときに，彼女

が，しっかり自分なりの考えを説明ができると

いうことが，私なりに感じ取れたので，不安は，

なかったですね。 

 

こうして，授業の具体的な全体像と授業者の意

図がみえてきたので，ようやく授業を実践するこ

とが認められた。また，問題意識やねらいについ

ての合意形成があったのも，対話（相互理解）が

大きく貢献したと捉えられる。もちろん，Ｓ先生

自身の新たな気付きもあったようである。次のよ

うに述べている。 

 

そして，それを考えるのも，複数の人       

数で，自分だけの考えだけではなくて，いろん

な子と話しながら，一つのものを作り上げてい

く。そして，それを発表，みんなで出し合って。

そして，それで終わりではなく，聞いたあと，

もう一回修正するというのが，やはり，長澤さ

んの学習指導案のすごいところだったかな，と

思いました。修正という面では，今回は，あま

りうまくいっていなかったところも，ありはし

ましたけれども，そこの修正をいかにするかと

いうところを，今後，研究に取り入れていきた

いなぁと，わたし個人では思ったところです。 

 

以上の語りのように，大きな変化とはいえない

が，相互理解をし，ともに活動するにあたり，ノ

ットワークがあってこそ成り立つ地点を見出した

のである。そこでは，互いに影響を与えながら，

授業者とS先生の両者が変容していったのである。 

 

（２） 大学院研究プロジェクトとのノット 

大学院生による研究プロジェクトは，学校教育

について研究する大学院共同体である。そこでも

様々な意見や指摘があった。以下は授業分析の後

に書かれた N のレポートからの引用である。 

 

この授業では，自身の性的嗜好を告白すること

にもなりかねない。そこには周りから受け入れ

てもらえないのではないか，という不安がある

だろう。それに対して，ディベートならば賛成，

反対といった立場がルールによって与えられる。

自分自身の考えが反対派であっても賛成側の立

場が与えられれば，賛成側として意見を考えな

ければならない。つまり，自分自身のことを隠

すのには適した方法となる。 

 

このような討論の形態についてだけでなく，同

性パートナーシップ問題を取り扱う価値を見いだ

せるのか，マイナスのイメージを植えつけること

にならないのか，などの問題についての話し合い

もあった。他にも，資料の偏りや信憑性などにつ

いての批判的な指摘もあった。そこでは，ノット

を維持するために，対立や葛藤を恐れずに対話す

る必要があるのである。そのためにも，批判を恐

れず，その是非受け入れなければならない。 

一方，生徒に提示した資料については，授業者

が事前に作成し，生徒には，そこから資料を選択

させるという合意に至った。また，討論の形態に

ついては，ディベートのような賛成と反対の二極

化では多数性と複数の状況を考慮するという観点

から外れているとの合意を得た。そのため，ディ

ベートではなく，ポスター・セッションによる討

論にした。このことについては，理解を得られた

ようである。大学院生 N は次のように述べている。 

 

今回のテーマは賛成派と反対派の二極化ができ

るような問題ではなく，「『同性パートナーシッ

プ条例』は認めるが，同性婚は認めない」とい

うような立場の考えもあり，その大きく分けれ

ば賛成，中立，反対と三つに分かれるなかでも，

その根拠とする内容が多様化していた。そのた

め，多くの意見と触れ合うことのできるポスタ

ー討論は，よい方法だったと考える。 

 

これらのように，対話によって矛盾や葛藤を乗
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り越えたのは，「具体的に“どうすれば”問題が問

題にまでならずに済むか」，「他に代替策はないの

か」などと何度も議論を重ねてきた，相互作用の

結果である。簡単なことにみえるかもしれないが，

３月から原案を作成し，４月には成案を得て５月

半ばの授業実践，６月から８月にかけての授業分

析というように，六ヶ月に及んでいる。長く時間

を要するが，それだからこそ研究プロジェクトに

おける対話は数多く重ねることができた。 

 

（３）ダイバーシティ・センターとのノット 

「同性パートナーシップ条例」を制定した渋谷

区役所のダイバーシティ・センターとのノットワ

ークについて述べよう。それは，学校外部の共同

体と授業者，及び生徒とを結ぶノットである。し

かし，生徒の意見書・感想を当該のセンターに送

ったものの，すぐには返事は得られなかった。授

業者をはじめ，生徒たちもあきらめるしかないよ

うに思えた。そこでは，何がノットを阻害し，共

同体間の協働を損なうのかという，授業者を悩ま

せる矛盾，あるいは葛藤が生じた。 

ここでは，エンゲストロームのノットワークと

アレントの活動力の理論によって考えよう。する

と，ダイバーシティ・センターの活動の対象（意

義）は，公務である。それは区民に行政サービス

を提供する業務であり，区の職員にとっては生活

のための労働である。すでにアレントが述べたよ

うに，今日における仕事のほとんどは，生計のた

めの活動に変わってしまい，「労働」なのである。

一方，公共のために永続する社会的制度の構築に

貢献する任務が行政だと考えるなら，それは「仕

事」と言えないこともない。いずれにしても，そ

れらと「活動（言論）」とが異なるのは，わたしは

誰であるかを言論によって暴露するかどうかであ

る。すなわち，「人格的アイデンティティを積極

的に明らかにして，人間の世界にその姿を現わす」

３３）ことを，渋谷区ダイバーシティ・センターは

欠いているのである。すなわち，そこでは自己を

暴露する言論の必然性が乏しいのである。 

附属中学校の生徒ならびに教師の活動は，生活

のためなのだろうか。それは，とても考えられな

い。なぜなら，生徒は意見書を送らなくても生活

に支障をきたさないからである。教師にとっても，

この授業の対象（意義）は仕事としての任務では

あるが，生活のための「労働」ではないだろう。

なぜなら，ただ教科書記述にしたがって授業を行

うことの反復（反復は「労働」の特徴でもある）

が「労働」だからである。一方，「仕事」であれば，

授業のモデルや方法論といった制作物は授業の後

にも残り，後進の教師に受け継がれていく。さら

には，「活動」であれば，異なる他者が相互に説得

の言葉を交わし，教師も生徒も自己を暴露する。 

ダイバーシティ・センターとのノットにおいて

は，エンゲストロームの活動のシステムとしての

対象のすれ違いがあった。このことが，授業者と

生徒たちに対してすぐには応答がなかった理由で

あろう。ノットを強化するには，そこにも対話が

必要不可欠であったことは言うまでもない。附属

中学校の指導教員や大学院研究プロジェクトとの

ノットは，豊かな対話として結ばれた。それに対

して，渋谷区ダイバーシティ・センターとは，対

面による対話を欠いていたことが大きいのではな

いか。 

さて，渋谷区ダイバーシティ・センターとの交

流の経緯は以下のとおりである。 

 

１ 同性パートナーシップに関する授業の実施を

知らせ，授業によって学習した生徒の意見文を

お送りしたいとの電話をする（４月）。                         

２ 対応いただいたことへの礼状ならびに学習指

導案と生徒たちの意見書を送る（５月）。 

３ 大学院指導教員（佐長）がダイバーシティ・

センターを訪問し，担当者に挨拶する（５月）。           

４ 意見書を送ったことの確認と読んだ感想の依

頼，無理なお願いとのお詫びの電話（６月）。 

５ 生徒たちの意見書を読んでの感想をいただき

たいとの依頼の手紙を送る（７月末）。 

６．再度，感想をいただきたいとの依頼の電話を

する（９月）。 
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 このように，合計６回の電話と手紙，及び大学

院指導教員との対面による対話から，ようやく授

業者と生徒に宛てて，二通の手紙をいただくこと

ができた。それらによって，渋谷区ダイバーシテ

ィ・センターの担当者である A さんの自己暴露が

垣間見えてきた。引用するが，次のようである。 

 

今，私は条例にある「同性パートナーシップ証

明書」を 10 月から 11 月の間には発行できるよ

うに，準備を進めているところです。全国で初

めての制度なので，いろいろと考えなくてはい

けないことがたくさんあります。みなさんの意

見の中にもあった，不正な利用がないようにす

ることなども考えなくてはなりません。 

 

ここには，A さんがおかれている状況（発行

の準備）と思考とが明確になっている。さらに，

担当者であるAさん自身にも変化を認めること

ができる。次のようである。 

 

同性婚までは認められないという意見が多か

ったことが印象的でした。若い方はすんなり

受け入れられるのかと思いましたが，意外な

感じがしました。こういった声が聴けたこと 

は担当者として非常に参考になりました。 

 

こうして，授業者をはじめ，生徒，Ａさん，そ

れぞれに，上田薫が言うような「未知との対決」

をみつけたようである。ようやく，ノットワーク

による活動の拡張が多少は認められた。それは「わ

たしは誰であるか」との問いに答えるアイデンテ

ィティの形成でもある。わずかだが，Ａさんにと

っても学びとしての実践となったのではないか。 

いただいた手紙によって，授業者自身には，新

たな考えや思いが生じた。それは，性的少数者の

人権や多様な生き方についての，渋谷区長の思い

と条例成立の経緯におけることである。性的少数

者は「今まで存在しなかったこととされていた」

という，手紙の一文に衝撃を受けた。資料や伝聞

から，そのような状態を知っていても，改めて，

担当者である A さんの声として触れると，心を打

たれた。 

 

（４）生徒たちのアイデンティティ形成 

生徒たちのノート記述においても，生徒それぞ

れが自分の考えを表明している。そうすることで，

自己が誰であるか，という自己の暴露が表現され

ている。以下に，三名の生徒の場合を紹介する。 

  

生徒 K：この授業では，さまざまな問題があり，

その一つひとつが難しく，自分の意見を述べる

のに時間がかかりました。また，どの立場の意

見にも納得できるものが多く，考えが深まりま

した。今回の学習の成果を，今後何かの機会に

役に立ていきたいです。 

 

生徒 S：最近でも同性婚を認める事例がたくさ

んニュースで報じられて，日本は遅れているの

かなとも感じていました。これから，いろんな

人と出会う中で，同性愛者の人もたくさんいる

ということを忘れずに，生活していきます。 

 

生徒 Y：今回の題材は自分にはすごく遠いと思

い，普段は考えることができないことだった。

だけど，こういった問題には実際，自分達の身

近で苦しんでいる人がいるということだった。

正直に言って，僕は同性愛者に多少の偏見や差

別をもっていた。でも，この人達にも，この人

達の人生があって，自由に生きる権利があるか

ら，そこはどうにかして，誰もが自由に生きら

れるように対策をするべきだと思った。 

 

これらの生徒たちの感想には，自己の暴露を認

めることができる。自己が誰であるかという現れ

は生徒それぞれに，自己の過去と現在，未来を語

っているなかにみることができる。たとえば，生

徒 Y は，これまでは「同性愛者に多少の偏見や差

別をもっていた」自己であったが，現在は同性愛

者にも「自由に生きる権利がある」と思う自己に

なっている。これからは，「誰もが自由に生きられ
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る対策」を求めていく，と語っている。 

今，ここで，わたしたちは，同性愛者との関係

における生徒Yの自己暴露に接することができる。

ここでは，わたしたちが認めることによって，わ

たしたちが認める生徒Yのアイデンティティが形

成される。決して，生徒 Y 自身だけで，それが可

能になるのではない。こうして，多数の他者との

人間関係の網目のなかでの，アイデンティティの

形成をみることができるのである。 

 

７ 研究の成果と課題 

今回の授業実践は，ノットワークと言論による

正統的周辺参加を原理とするものであった。複数

の共同体によるノットワークのなかで，生徒たち

も渋谷区ダイバーシティ・センターのＡさんも，

授業者自身も，指導教員も言葉を交わすなかで，

それぞれに自己をいくらかは暴露することとなっ

た。ノットワークのなかで，自己を暴露するよう

に語り，新たなアイデンティティの形成に向かっ

たことが確認できた。このことが，研究の成果で

ある。 

今回の授業実践について言えることは，繰り返

すようだが，ノットワークによって可能となった

学習の拡張性の大きさは，状況によって異なる。

また，ノットの強さが重要である。しかし，強い

ノットの形成は難しい。このことは，それぞれの

共同体との対話や手紙のやりとりから明らかであ

ろう。しかし，ノットによって，複数の共同体が

結ばれて活動するからこそ，それぞれの共同体の

活動は発展するのである。 

この授業では６単位時間を要し，一つの単元と

し，教科書の内容よりも資料を活用して意見を述

べ，記述するといった生徒の学習活動の時間が多

かった。そのため，教科書の内容を理解させてい

るのかという疑問があろう。また，毎時間そのよ

うな取り組みをさせる時間はないという課題も否

めない。この点では，授業者自身も，現実と理想

のダブル・バインドに陥っていたことは確かであ

る。だからこそ，研究を続けている。今後の課題

としては，現場の状況と実態に応じた，さらなる

研究と実践が求められるだろう。 

また，学習評価についても検討しなければなら

ないことも課題である。一般的なペーパーテスト

ではなく，数値では表わせない，アイデンティテ

ィの形成につながる物語を直接的に問うようなパ

フォーマンス評価を用いることが考えられる。す

ると，ダイバーシティ・センターに送付した生徒

の意見書こそが評価対象となる。また，それに対

するダイバーシティ・センターの担当者である A

さんの応答が評価の行為ともなっている。それは

教師による評価とは異なる，第三者による評価で

あると解釈できよう。このようなところからも，

学習評価の研究を進めたい。 

今回の研究的な実践授業は，渋谷区ダイバーシ

ティ・センターの A さんをはじめ，附属中学校の

先生方と生徒，大学院の研究プロジェクトの仲間

とのノットによって可能になったのである。最後

になったが，ノットを結ぶことができた方々に，

改めて深く感謝の意を示したい。 

なお，本小論は長澤が執筆し，佐長が修正を加

えて，脱稿した。研究的なプロセスにおいて，佐

長は多くの助言をしたが，理論的な構想も授業の

実践と分析も，長澤によるものである。 
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